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20

凡
例
　
時
＝
日
時
　
所
＝
場
所
　
容
＝
内
容
　
対
＝
対
象
　
条
＝
条
件
　
員
＝
定
員
　
数
＝
数
量
　
額
＝
支
給
・
助
成
額
な
ど
　
料
＝
料
金

　
　
　
募
＝
募
集
期
間
・
方
法
　
受
＝
受
付
　
持
＝
持
参
す
る
も
の
　
問
＝
問
い
合
わ
せ
先

とっとり市報   2019.6

長
寿
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

	

０
８
５
７-

20-

３
４
４
９
（
①
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
２
（
②
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３
（
③
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
４

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

	

12
ペ
ー
ジ
）

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（

	

12
ペ
ー
ジ
）

【
①
軽
度
家
事
援
助
事
業
】

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
が
、
本
人

ま
た
は
介
護
者
の
ケ
ガ
や
病
気
な
ど
に
よ
っ

て
一
時
的
な
生
活
支
援
が
必
要
な
場
合
、
家

事
援
助
員
を
派
遣　

容
掃
除
・
洗
濯
・
炊

事
な
ど
簡
易
な
日
常
生
活
の
援
助　

対
お

お
む
ね
65
歳
以
上
の
市
民
税
非
課
税
世
帯
の

高
齢
者　

料
30
分
あ
た
り
80
円
（
１
カ
月

11
時
間
以
内
）

【
②
高
齢
者
住
宅
改
修
費
の
助
成
な
ど
】

対
▽
（1）
介
護
保
険
住
宅
改
修
費
の
支
給
：

介
護
保
険
の
「
要
支
援
」「
要
介
護
」
認
定

者　

▽
（2）
高
齢
者
居
住
環
境
整
備
費
の
助

成
：
（1）
に
該
当
す
る
者
で
、
本
人
お
よ
び
同

一
住
所
を
有
す
る
者
全
員
が
市
民
税
非
課
税

※
（1）
・
（2）
は
併
用
可
で
す
が
、
（1）
の
支
給
が

優
先　

容
手
す
り
の
取
付
け
、
段
差
の
解

消
、
滑
り
防
止
の
た
め
の
床
材
変
更
、
引
き

戸
な
ど
へ
の
扉
の
取
替
え
、
和
式
便
器
か
ら

洋
式
便
器
へ
の
取
替
え
な
ど　

※
新
築
・
増

築
の
場
合
は
対
象
外　

額
▽
（1）
介
護
保
険

住
宅
改
修
費
の
対
象
工
事
費（
上
限
20
万
円
）

の
９
割
、
８
割
ま
た
は
７
割　

▽
（2）
高
齢
者

居
住
環
境
整
備
費
の
対
象
工
事
費
（
上
限
80

万
円
）
の
う
ち
、20
万
円
ま
で
は
３
分
の
２
、

20
万
円
超
～
80
万
円
ま
で
は
２
分
の
１
を
乗

じ
た
額
（
最
高
43
万
３
千
円
）　

※
工
事
着

工
前
に
申
請
が
必
要
（
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

【
③
認
知
症
介
護
家
族
の
集
い
】

時
６
月
14
日
（
金
）
10:
00
～
12:

00

所
さ
ざ
ん
か
会
館
（
富
安
二
丁
目
）　

容
認
知
症
の
問
題
や
介
護
の
悩
み
な
ど
の

情
報
交
換
を
し
な
が
ら
交
流
を
す
る
場　

料
無
料

　

認
知
症
に
関
す
る
相
談
は
各
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
や
次
の
各
セ
ン
タ
ー
で
も
受
け

て
い
ま
す
。

認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
認
知
症
の
人
と

家
族
の
会
鳥
取
県
支
部
）

　

毎
週
月
～
金　

10:

00
～
18:

00

	

０
８
５
９-

37-

６
６
１
１

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
（
渡
辺
病
院
）

	

０
８
５
７-

39-

１
１
５
１

高
齢
者
・
障
が
い
者
用
居
室
な
ど

の
増
改
築
資
金
の
貸
し
付
け

容
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
専
用
居
室
、
浴
室
、

台
所
、
ト
イ
レ
、
廊
下
な
ど
の
増
改
築　

対
▽
60
歳
以
上
の
高
齢
者
と
同
居
し
て
い

る
60
歳
未
満
の
人　

▽
60
歳
未
満
で
身
体
障

害
者
手
帳
1
～
4
級
・
療
育
手
帳
Ａ
を
所
持

し
て
い
る
人
ま
た
は
そ
の
人
と
同
居
し
て
い

る
人　

額
50
万
円
～
２
５
０
万
円
、
金
利

０
．
０
１
㌫
（
変
動
す
る
場
合
あ
り
）
で
、

償
還
期
間
は
10
年
以
内
（
貸
付
額
に
応
じ
て

変
動
）
た
だ
し
予
算
に
上
限
あ
り
。　

※
連

帯
保
証
人
が
2
人
必
要
。
工
事
着
工
前
に
申

請
が
必
要
。

問	

高
齢
者
：
駅
南
庁
舎
長
寿
社
会
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
４
９

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
４

問	

障
が
い
者
：
駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
７
４

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
６

家
族
介
護
者
の
集
い　
　
　
　
　

｢
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル｣

時
６
月
15
日
（
土
）
10:

00
～
12:

00

所
さ
ざ
ん
か
会
館
１
階
ア
ク
テ
ィ
ブ
と
っ

と
り　

対
家
族
介
護
者
ま
た
は
介
護
に
関

心
の
あ
る
人　

容
懇
談
会　
「
健
康
寿
命

を
の
ば
そ
う
！
」　

※
当
日
参
加
も
可

料
２
０
０
円
（
活
動
協
力
金
と
し
て
）

問	

ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
長
寿

社
会
課
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
４

は
り・き
ゅ
う・マ
ッ
サ
ー
ジ
費
の
助
成

対
75
歳
以
上
の
人
ま
た
は
65
歳
以
上
の
後

期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
、
所
得
税
お

よ
び
市
民
税
が
非
課
税
か
つ
後
期
高
齢
者
医

療
の
保
険
料
が
納
付
済
の
人　

額
１
回
あ

た
り
千
円
の
助
成
券
を
最
大
12
枚
ま
で
発

行
。
助
成
券
の
有
効
期
限
は
令
和
２
年
５
月

31
日　

※
利
用
は
公
益
社
団
法
人
鳥
取
県
鍼

灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
会
、
鳥
取
県
日
本
あ
ん
摩

マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
会
お
よ
び
一
般
社
団
法

人
鳥
取
県
鍼
灸
師
会
の
会
員
の
経
営
す
る
施

設
に
限
る
。	

持
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
代
理

の
場
合
は
、
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
の
提
示
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
）　

受
６
月
３
日
（
月
）
か
ら　

※
７
月

以
降
は
申
請
月
に
よ
り
発
行
す
る
助
成
券
枚

数
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

問	

駅
南
庁
舎
保
険
年
金
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
８
７

	

０
８
５
７-

20-

３
４
０
７

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

	

12
ペ
ー
ジ
）

福　
　
祉

第
36
回
鳥
取
県
障
が
い
者
技
能
競

技
大
会
（
ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク
鳥
取

大
会
）
の
観
覧

時
６
月
27
日
（
木
）
10:

10
～
15:

40

所
鳥
取
県
立
福
祉
人
材
研
修
セ
ン
タ
ー（
伏

野
）　

容
障
が
い
の
あ
る
人
た
ち
が
日
頃

培
っ
た
技
能
を
競
う
大
会
。
▽
競
技
種
目
：

７
種
目
（
ワ
ー
ド
・
プ
ロ
セ
ッ
サ
、フ
ラ
ワ
ー

ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
、
喫
茶
サ
ー
ビ
ス
、
ビ
ル

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、製
品
パ
ッ
キ
ン
グ
、オ
フ
ィ

ス
ア
シ
ス
タ
ン
ト
、パ
ソ
コ
ン
デ
ー
タ
入
力
）

問	

高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構

鳥
取
支
部	

ア
ビ
リ
ン
ピ
ッ
ク
事
務
局

	

０
８
５
７-

52-

８
８
０
３

赤
十
字
の
活
動
に
ご
協
力
を

　

日
本
赤
十
字
社
は
、
世
界
の
国
と
地
域
に

設
立
さ
れ
て
い
る
赤
十
字
社
・
赤
新
月
社
の

１
つ
と
し
て
、
人
道
的
任
務
を
達
成
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
そ
の

活
動
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
の
資
金
協

力
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
活
動
へ
の
資
金
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

自
治
会
・
町
内
会
を
通
じ
て
活
動
資
金
を

募
り
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
個
別
に
活
動
資
金
募
集
に
応
じ
て
い

た
だ
け
る
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問	

日
本
赤
十
字
社
鳥
取
県
支
部
鳥
取
市
地

区
（
地
域
福
祉
課
内
）

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
１

問	

日
本
赤
十
字
社
鳥
取
県
支
部
（
県
庁
第

二
庁
舎
）

	

０
８
５
７-

22-

４
４
６
６

	
０
８
５
７-

20-

３
２
５
７

	
０
８
５
７-

20-

３
０
４
８

２
０
２
０
年
国
勢
調
査
第
３
次
試

験
調
査
に
ご
協
力
を

　

来
年
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
に
先
立
ち
、
６

月
13
日
、
２
０
２
０
年
国
勢
調
査
第
３
次
試

験
調
査
を
実
施
し
ま
す
。こ
の
調
査
結
果
は
、

２
０
２
０
年
国
勢
調
査
の
企
画
・
立
案
の
基

礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。
調
査
の
対

象
と
な
っ
た
地
域
の
世
帯
に
は
、
５
月
下
旬

か
ら
調
査
員
が
訪
問
し
て
い
ま
す
。

　

紙
の
調
査
票
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

回
答
で
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問	

本
庁
舎
総
務
課

	

０
８
５
７-

20-

３
１
５
６

	

０
８
５
７-

20-

３
０
４
０

市
道
の
工
事
に
伴
う
「
く
る
梨
」

の
迂
回
の
お
知
ら
せ

　

５
月
７
日
（
火
）
よ
り
、
市
道
天
神
町
４

号
線
が
道
路
工
事
の
た
め
一
方
通
行
と
な
っ

て
い
ま
す
。
工
事
期
間
中
、
く
る
梨
緑
コ
ー

ス
は
迂
回
運
行
と
な
り
、「
イ
オ
ン
鳥
取
店
」

バ
ス
停
は
経
由
し
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

時
工
事
期
間
：
５
月
７
日
（
火
）
～
８
月

31
日
（
土
）　

容
▽
工
事
中
の
道
路
：
市
道

天
神
町
４
号
線　

▽
休
止
バ
ス
停
：
く
る
梨

緑
コ
ー
ス
「
イ
オ
ン
鳥
取
店
」　

※
イ
オ
ン

鳥
取
店
に
ご
用
の
人
は
、
一
つ
手
前
の
バ
ス

停
「
年
金
事
務
所
前
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問	

本
庁
舎
交
通
政
策
課

お
知
ら
せ

国保料の納付が
始まります
　保険料の納付通知書は、6月中旬にお送り
します。納期は 6月〜 3月の 10期です。
※口座振替（全期前納および期別振替）の人は、
第1期（7月 1日）から引き落とし開始と
なりますので口座残高にご注意ください。
■国民健康保険料納付通知書に被保険者ごと
の保険料内訳を表示しています！
　国民健康保険料は世帯単位で算定し、世帯
主に対して納付通知書をお送りしますが、納
付通知書の中に被保険者（加入者）ごとの内
訳を表示しています。参考としてください。
■保険料の特別徴収（年金引き落とし）につ
いて
　以下のすべてに該当する世帯の保険料は、
口座振替での納付の場合を除き、世帯主の年
金から特別徴収となります。
（1）世帯内の被保険者全員が 65歳〜 74 歳

で、世帯主も国保被保険者
（2）特別徴収の対象となる世帯主の年金が、

年額 18万円以上
（3）国民健康保険料と介護保険料の合計額

が年金額の 2分の 1以下
※保険料の未納がない人は、申し出により特
別徴収から口座振替にすることができま
す。詳しくは保険年金課までお問い合わせ
ください。
■保険料は口座振替で納付しましょう！
　申し込みは市役所窓口でペイジー口座振替
受付サービス (キャッシュカードでの口座振
替の手続き )をご利用いただくか、ご利用の
金融機関へ、通帳、届出印、納付通知書を持
参して申し込んでください。
※ペイジー口座振替受付サービスを利用でき
る金融機関は、【鳥銀、山陰合銀、鳥取信金、
島銀、中国労金、ゆうちょ】に限りますの
でご注意ください。

問	駅南庁舎保険年金課	国民健康保険係
	0857-20-3485・3482
	0857-20-3407
	 各総合支所市民福祉課（ 12ページ）

市報12月号7㌻「地域経済の持続的
発展をめざして」について（追記）
　平成30年度コミュニティ助
成事業についての追記は、以下
のとおりです。
　地域国際化推進助成事業（外国人留学生の
地域への定着（就労）支援による多文化共生
社会実現と地域経済活性化事業）は、宝くじ
の社会貢献広報事業として、宝くじの受託事
業収入を財源として実施しているコミュニ
ティ助成事業により、宝くじの助成金で実施
したものです。


